
 

 

 

審査経験・実績の反映による規制基準の継続的な改善に係る確認事項について 

 

 確認事項 
KK7 の設工認申請書（V-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ

る健全性に関する説明書）の PDF ページ数 95/152 ページに、ATENA が審査実績とした「第一ガスター
ビン発電機の電圧や周波数」が技術基準規則 73 条機能として明記されており、提案のような審査実績は
ない。 

 

 確認結果（ご回答） 
本審査実績は、設置許可審査では「補助パラメータ」の位置づけを明確にし、その考え方は、設工認にお

いても基本設計方針、添付資料の健全性に関する説明書で「補助パラメータ」は、「その運用については、保
安規定に定めて管理する。」として踏襲した整理にはなっております。 

従って、これまでの他社の審査実績等も踏まえると、今回提案した記載を追加せずとも「重大事故等対処
設備を活用する手順等の着手の判断基準として監視するパラメータ（補助パラメータ）」の扱い（主要パラ
メータとは異なるものであること）は個別申請書の中で明確にしており、改めて基準解釈に追記する必要はな
いと判断し、本提案は取り下げることに致します。 

 
 
○ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈(第 73条)への提案内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以  上 
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